
第

二

百

四

号

令

和

三

年

五

月

二

十

五

日

(

火
曜
日)

目

次

公
安
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
公
安
委
員
会
等
の
所
管
す
る
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則

(

警

務

課)

三
一
五
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
留
置
施
設
の
実
地
監
査
に
関
す
る
規
則

(

留
置
管
理
課)

三
一
七

告

示

○
羽
島
都
市
計
画
の
変
更

(

都
市
政
策
課)

三
一
七

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
数
値
等
の
変
更

(

建
築
指
導
課)

三
一
八

警

察

告

示

○
岐
阜
県
公
安
委
員
会
等
の
所
管
す
る
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
要
綱

(

警

務

課)

三
一
八

公

示

○
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新
に
関
す
る
件

(

環
境
企
画
課)
三
一
九

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)

三
一
九

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

岐
阜
農
林
事
務
所)

三
二
一

公
安
委
員
会
規
則

岐
阜
県
公
安
委
員
会
等
の
所
管
す
る
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
五
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
二
号

岐
阜
県
公
安
委
員
会
等
の
所
管
す
る
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規

則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行

政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則(

平
成
十
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号)

第
十
一
条

及
び
岐
阜
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
六
年
岐
阜

県
条
例
第
九
号
。
以
下｢

情
報
通
信
技
術
利
用
条
例｣

と
い
う
。)

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規

定
に
基
づ
き
、
他
の
法
令
に
特
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
公
安
委
員
会
等
の
所
管
す
る

手
続
等
を
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法

に
よ
り
行
う
場
合
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(
定
義)

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

公
安
委
員
会
等

岐
阜
県
公
安
委
員
会
、
岐
阜
県
警
察
本
部
長
及
び
警
察
署
長
を
い
う
。

二

法
令

法
律
、
法
律
に
基
づ
く
命
令
、
条
例
及
び
執
行
機
関
の
規
則(

規
程
を
含
む
。)

を
い
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
三
年
五
月
二
十
五
日



う
。

三

電
子
署
名

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号)

第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。

四

電
子
証
明
書

電
子
署
名
を
行
う
者
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た

め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成
す
る

電
磁
的
記
録
を
い
う
。

五

申
請
等

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第

百
五
十
一
号
。
以
下｢
情
報
通
信
技
術
活
用
法｣

と
い
う
。)

第
三
条
第
八
号
及
び
情
報
通
信
技

術
利
用
条
例
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
申
請
等
の
う
ち
、
公
安
委
員
会
等
に
対
し
て
行
わ
れ
る

も
の
を
い
う
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
あ
る
場

合
を
除
く
ほ
か
、
情
報
通
信
技
術
活
用
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

(

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等)

第
三
条

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方

法
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
公
安
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
申
請
等
を
す
る
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
警
察
本
部
長
が
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
を

電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
申
請
等
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
又
は
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
申
請
等
を
書
面
等
に
よ

り
行
う
と
き
に
法
令
の
規
定
に
よ
り
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
そ
の
他
警
察

本
部
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
、
当
該
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力

し
、
又
は
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
入
力
し
、
又
は
送
信
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に

電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
で
あ
っ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
警
察
本
部
長
の
指
定
す
る
方

法
に
よ
り
当
該
申
請
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

一

商
業
登
記
法

(

昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号)

第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項

(

こ
れ
ら
の
規
定
を
他
の
法
令
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
基
づ
き

登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書

二

電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律(

平
成

十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号)

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
証
明
書

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
安
委
員
会
等
が
指
定
す
る
電
子
証
明
書

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
は
、
警
察
本
部
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申

請
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
又
は
電
磁
的

記
録
に
記
載
さ
れ
若
し
く
は
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
き
若
し
く
は
記
録
す

べ
き
事
項
を
、
併
せ
て
入
力
し
、
又
は
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

法
令
の
規
定
に
基
づ
き
同
一
の
内
容
の
書
面
等
を
数
通
必
要
と
す
る
申
請
等
を
行
う
者
が
、
第
二

項
及
び
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
数
通
の
書
面
等
の
う
ち
一
通
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
こ

れ
ら
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
入
力
し
、
又
は
送
信
し
た
場
合
は
、
そ
の
他
の
同
一
の
内
容
の
書
面
等

に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
入
力
さ
れ
、
又
は
送
信
さ
れ
た
も
の

と
み
な
す
。

(

氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置)

第
四
条

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
四
項
及
び
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
三
条
第
四
項
に
規

定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
は
、
申
請
等
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電
子

署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書(

前
条
第
三
項
に
定
め
る
電
子
証
明
書
に
限
る
。)

と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
す
る
措
置
と
す
る
。
た
だ
し
、
警
察
本
部
長
の
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
当
該

申
請
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(

申
請
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く

不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合)

第
五
条

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
申
請
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

申
請
等
を
す
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
公
安
委
員
会
等
が

認
め
る
場
合

二

申
請
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
公
安
委
員
会
等
が
認

め
る
場
合

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
申
請
等
の
全
部
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に

よ
り
行
う
こ
と
が
不
可
能
又
は
申
請
等
に
係
る
利
便
性
を
著
し
く
損
な
う
場
合

(

委
任)

第
六
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
安
委
員
会
等
の
所
管
す
る
手
続
等
を
、
電
子
情
報
処
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理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
必
要

な
事
項
は
、
警
察
本
部
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
留
置
施
設
の
実
地
監
査
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
五
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
三
号

岐
阜
県
留
置
施
設
の
実
地
監
査
に
関
す
る
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
七
年
法

律
第
五
十
号)

第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
留
置
施
設
の
実
地
監
査(

以
下｢

実
地
監
査｣

と
い

う
。)

に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

実
地
監
査
計
画)

第
二
条

警
察
本
部
長
は
、
毎
年
、
実
地
監
査
を
実
施
す
る
た
め
の
計
画(

以
下｢
実
地
監
査
計
画｣

と
い
う
。)

を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

実
地
監
査
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

実
地
監
査
の
重
点
項
目

二

実
地
監
査
の
時
期

三

実
地
監
査
の
方
法

３

警
察
本
部
長
は
、
実
地
監
査
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
公
安
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の

と
す
る
。

(

実
施)

第
三
条

警
察
本
部
長
は
、
実
地
監
査
計
画
に
従
い
、
毎
年
一
回
以
上
、
全
て
の
留
置
施
設
に
お
い
て

実
地
監
査
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

(

公
安
委
員
会
へ
の
報
告)

第
四
条

警
察
本
部
長
は
、
前
条
の
実
地
監
査
を
実
施
し
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
公

安
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

羽
島
都
市
計
画
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域

三

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
羽
島
市
建
設
部
都
市
計
画
課

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

羽
島
都
市
計
画
区
域
区
分

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域

三

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
羽
島
市
建
設
部
都
市
計
画
課

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
五
十
二
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
二
項
第
三

号
、
第
五
十
三
条
第
一
項
第
六
号
、
第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ニ
並
び
に
別
表
第
三
五
の
項
に�
の
欄

の
規
定
に
よ
り
数
値
等
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
の
で
告
示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

変
更
す
る
区
域

羽
島
都
市
計
画
区
域
の
う
ち
羽
島
市
に
係
る
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域

二

区
域
の
区
分
及
び
制
限
の
数
値

次
の
と
お
り
と
す
る
。

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
都
市
建
築
部
建
築
指
導
課
、
岐
阜
県

岐
阜
・
西
濃
建
築
事
務
所
及
び
羽
島
市
建
設
部
都
市
計
画
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

三

適
用
年
月
日

令
和
三
年
五
月
二
十
五
日

警

察

告

示

岐
阜
県
警
察
告
示
第
一
号

岐
阜
県
公
安
委
員
会
等
の
所
管
す
る
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
要
綱
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
五
日

岐
阜
県
警
察
本
部
長

奥

野

省

吾

岐
阜
県
公
安
委
員
会
等
の
所
管
す
る
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
要

綱

第
一
条

こ
の
要
綱
は
、
岐
阜
県
公
安
委
員
会
等
の
所
管
す
る
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
規
則(

令
和
三
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
二
号
。
以
下｢

規
則｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条

こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

公
安
委
員
会
等

規
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
安
委
員
会
等
を
い
う
。

二

法
令

規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
法
令
を
い
う
。

三

申
請
等

規
則
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
申
請
等
を
い
う
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
要
綱
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
あ
る
場

合
を
除
く
ほ
か
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律

第
百
五
十
一
号)

に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

規
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
技
術
的

基
準
は
、
公
安
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正

常
に
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

第
四
条

規
則
第
三
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
は
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
申
請
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
不
特
定
の
者
に
よ
っ
て
受
信
さ

れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信(

電
気
通
信
事
業
法(

昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号)

第

二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
送
信(

公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信

さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信
の
送
信
を
除
く
。)

の
用
に
供
さ
れ
る
電
気
通
信
設
備
の
う

ち
当
該
申
請
等
の
用
に
供
す
る
部
分(

以
下｢

申
請
部
分｣

と
い
う
。)

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お

い
て
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、
申
請
等
を
行
う
者

の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス(

特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年

法
律
第
二
十
六
号)

第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
い
う
。)

ご
と
に
異
な

る
も
の
と
な
る
よ
う
に
、
有
効
期
間
を
定
め
て
割
り
当
て
ら
れ
る
も
の(

以
下｢

ワ
ン
タ
イ
ム
Ｕ
Ｒ
Ｌ｣

と
い
う
。)

を
受
信
し
、
当
該
ワ
ン
タ
イ
ム
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
用
い
て
申
請
部
分
に
接
続
す
る
措
置
と
す
る
。

第
五
条

公
安
委
員
会
等
は
、
規
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者(

同
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
書
面
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等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
又
は
記
載
す
べ
き
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ(

こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含

む
。)
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
入
力
し
、
又
は
送
信
し
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。)

に
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
当
該
電
磁
的
記
録
を
作
成
し
た
年
月
日
時
を
記
録
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条

規
則
第
四
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
は
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
申
請
等
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
規
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
氏

名
又
は
名
称
を
入
力
し
、
又
は
送
信
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
七
条

規
則
第
五
条
の
場
合
に
お
い
て
、
規
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
が
、
書
面

等(

規
則
第
五
条
に
規
定
す
る
部
分
に
限
る
。)

を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
警
察
本
部
長
が

指
定
す
る
文
字
、
番
号
又
は
記
号
そ
の
他
の
符
号
を
明
ら
か
に
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
要
綱
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表(

第
四
条
、
第
六
条
関
係)

公

示

○
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新
に
関
す
る
件

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
十
八
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
認
定
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の

で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当

該
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
名
称
等
を
公
示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

名
称

一
般
社
団
法
人
岐
阜
県
猟
友
会

二

住
所

岐
阜
市
宇
佐
東
町
三
番
一
八
号

三

代
表
者
の
氏
名

大
野

惠
章

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

瑞
浪
市
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岐
阜
県
道
路
交
通
法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
公
安
委

員
会
規
則
第
十
三
号)

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則(

平
成
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

道
路
交
通
法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号)

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行

の
禁
止
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
八
年
法
律
第
九
号)

警
備
業
法(

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号)

道
路
交
通
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

法
令

第
五
条
の
五
第
三
項

第
十
七
条
第
一
項

第
八
条
第
一
項

第
五
条
第
一
項

第
十
条
第
三
項

第
十
七
条
第
二
項

第
十
六
条
第
三
項

第
十
六
条
第
二
項

第
十
条
第
一
項

第
七
十
八
条
第
五
項

第
七
十
八
条
第
四
項

第
七
十
八
条
第
一
項

第
七
十
四
条
の
三
第
五
項

規
定



二

調
査
を
行
っ
た
地
域

瑞
浪
市
土
岐
町
の
一
部(

土
岐
３)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
七
年
一
月
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

瑞
浪
市(

土
岐
町
の
一
部)

の
地
籍
図

瑞
浪
市(

土
岐
町
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

瑞
浪
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

瑞
浪
市
釜
戸
町
の
一
部(

釜
戸
１
１)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
八
年
九
月
か
ら
令
和
二
年
三
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

瑞
浪
市(

釜
戸
町
の
一
部)

の
地
籍
図

瑞
浪
市(

釜
戸
町
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

加
茂
郡
白
川
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

加
茂
郡
白
川
町
大
字
河
岐
の
一
部(

河
岐
Ⅴ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
三
十
年
四
月
か
ら
令
和
二
年
十
一
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

加
茂
郡
白
川
町(

大
字
河
岐
の
一
部)

の
地
籍
図

加
茂
郡
白
川
町(

大
字
河
岐
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

加
茂
郡
東
白
川
村

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

加
茂
郡
東
白
川
村
大
字
越
原
の
一
部(

日
向
陰
地)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
三
十
年
五
月
か
ら
令
和
二
年
九
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

加
茂
郡
東
白
川
村(
大
字
越
原
の
一
部)

の
地
籍
図

第 204 号 岐 阜 県 公 報 令和３年５月25日 ( 320 )



加
茂
郡
東
白
川
村(

大
字
越
原
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

加
茂
郡
東
白
川
村

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

加
茂
郡
東
白
川
村
大
字
神
土
の
一
部(

平
④)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
三
十
年
五
月
か
ら
令
和
二
年
九
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

加
茂
郡
東
白
川
村(

大
字
神
土
の
一
部)

の
地
籍
図

加
茂
郡
東
白
川
村(

大
字
神
土
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

岐
阜
市
下

城
田
寺
土

地
改
良
区

令
和�･�･�
理
事

市

橋

佐

敏

岐
阜
市
城
田
寺

一
八
九
七
番
地

同�
賀�
司

岐
阜
市
城
田
寺

一
八
一
八
番
地

同

市

橋

哲

也

岐
阜
市
城
田
寺

一
九
〇
二
番
地

同

市

橋

尚

人

岐
阜
市
城
田
寺

二
七
四
一
番
地

同

河

井

繁

岐
阜
市
城
田
寺

二
六
五
四
番
地

同

羽

賀

茂

岐
阜
市
城
田
寺

二
七
五
二
番
地

同�
賀

政

夫

岐
阜
市
城
田
寺

二
七
九
六
番
地

同

市

橋

敏

秋

岐
阜
市
城
田
寺

二
八
三
七
番
地
一

同

河

口

武

広

岐
阜
市
城
田
寺

二
九
八
七
番
地
一

同

杉

本

宜

永

岐
阜
市
城
田
寺

一
八
四
二
番
地

同

鷲

見

英

夫

岐
阜
市
城
田
寺

一
三
三
九
番
地

同

鷲

見

彰

岐
阜
市
城
田
寺

一
三
四
七
番
地
一

同

内

藤

政

美

岐
阜
市
城
田
寺

一
三
八
一
番
地

同

河

井

雅

彦

岐
阜
市
城
田
寺

一
三
七
七
番
地
二

同

河

井

利

浩

岐
阜
市
城
田
寺

一
六
九
二
番
地
二

同

杉

本

辰

美

岐
阜
市
城
田
寺

一
八
四
五
番
地
二

同

羽

賀

豊

岐
阜
市
城
田
寺

二
九
七
五
番
地
一

同

杉

本

定

岐
阜
市
城
田
寺

一
七
六
五
番
地
一

監
事

市

橋

信

之

岐
阜
市
城
田
寺

二
七
七
五
番
地
一

同

鷲

見

輝

男

岐
阜
市
城
田
寺

二
九
八
四
番
地
二

同

杉

本

道

夫

岐
阜
市
城
田
寺

一
八
七
二
番
地
一

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所
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岐
阜
市
下

城
田
寺
土

地
改
良
区

令
和�･�･�
理
事

市

橋

佐

敏

岐
阜
市
城
田
寺

一
八
九
七
番
地

同�
賀�
司

岐
阜
市
城
田
寺

一
八
一
八
番
地

同

市

橋

哲

也

岐
阜
市
城
田
寺

一
九
〇
二
番
地

同

市

橋

尚

人

岐
阜
市
城
田
寺

二
七
四
一
番
地

同

河

井

繁

岐
阜
市
城
田
寺

二
六
五
四
番
地

同

羽

賀

茂

岐
阜
市
城
田
寺

二
七
五
二
番
地

同�
賀

政

夫

岐
阜
市
城
田
寺

二
七
九
六
番
地

同

市

橋

敏

秋

岐
阜
市
城
田
寺

二
八
三
七
番
地
一

同

河

口

武

広

岐
阜
市
城
田
寺

二
九
八
七
番
地
一

同

杉

本

宜

永

岐
阜
市
城
田
寺

一
八
四
二
番
地

同

鷲

見

英

夫

岐
阜
市
城
田
寺

一
三
三
九
番
地

同

鷲

見

彰

岐
阜
市
城
田
寺

一
三
四
七
番
地
一

同

内

藤

政

美

岐
阜
市
城
田
寺

一
三
八
一
番
地

同

河

井

雅

彦

岐
阜
市
城
田
寺

一
三
七
七
番
地
二

同

河

井

利

浩

岐
阜
市
城
田
寺

一
六
九
二
番
地
二

同

杉

本

辰

美

岐
阜
市
城
田
寺

一
八
四
五
番
地
二

同

羽

賀

豊

岐
阜
市
城
田
寺

二
九
七
五
番
地
一

同

杉

本

定

岐
阜
市
城
田
寺

一
七
六
五
番
地
一

監
事

市

橋

信

之

岐
阜
市
城
田
寺

二
七
七
五
番
地
一

同

鷲

見

輝

男

岐
阜
市
城
田
寺

二
九
八
四
番
地
二

同

杉

本

道

夫

岐
阜
市
城
田
寺

一
八
七
二
番
地
一

同

西

垣

数

之

岐
阜
市
城
田
寺

二
九
八
四
番
地
一
六

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

岐
阜
市
方

県
土
地
改

良
区

令
和�･�･�
監
事

宮

部

徳

由

岐
阜
市
彦
坂

二
〇
〇
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

岐
阜
市
方

県
土
地
改

良
区

令
和�･�･�
監
事

宮

部

辰

男

岐
阜
市
彦
坂

二
〇
九
番
地
一
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令
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三
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五
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五
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発
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目
一
番
一
号

発
行
者
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県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文
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